
別紙 
航空運送事業の運賃及び料金表 

 
                                                                          静 岡 エ ア コ ミ ュ ー タ 株 式 会 社                   
                                                                             運賃適用開始日：令和３年６月１日                    
                                                              （単位：円） 
 
            区分 
 
 種別 

 
     貸切運賃 
 
  （１時間当たり） 

 
      空輸料金 
 
  （１時間当たり） 

 
  滞留料金（昼間） 
 
  （１時間当たり） 

 
   滞留料金（夜間） 
 
   （１泊当たり） 

 
   旅客運賃（１分当たり） 
 
   大   人 

 
  小  人 

ユーロコプター式 
ＥＣ１３５型 

５２８，０００円 ４７５，２００円 ３５２，０００円 ６６，０００円 １，１００円 ７１５円 

レオナルド式 
ＡＷ１０９型 

６６０，０００円 ５９４，０００円 ４４０，０００円 ６６，０００円 １，１００円 ７１５円 

     適用方 
 
 

貸切飛行に適用する。 
 
 

基地と貸主指定の貸切
飛行を行う場所との往
復飛行に適用する。 

貸主の都合による出張
先の滞留が３時間を超
える場合に適用する。 

停留が夜間に及ぶ場合
に適用する。 
 

遊覧飛行に適用する。 
 
 

 
    計算方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本運賃は、１時間当
たり運賃とする。 
飛行時間が３０分まで
の場合は最低運賃とし
て基本運賃の１／２を
収受し、３０分を超え
る場合は基本運賃に飛
行時間を乗じた運賃を
収受する。 
飛行時間に分未満の端
数及び運賃計算に円未
満の端数が生じた場合
は切り上げる。 

基本料金は、１時間当
たり料金とする。 
基本料金に飛行時間を
乗じた料金を収受する
。 
飛行時間に分未満の端
数が及び料金計算に円
未満の端数が生じた場
合は切り上げる。 
 
 
 
 

１時間当たり料金とす
る。 
１時間単位とし、１時
間未満の端数は切り上
げる。 
１日に２時間を限度と
する。 
 
 
 
 
 
 

１泊当たり料金と 
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１分１席当たり運賃とする。 
小人とは満１２歳未満の児童と
する。 
ただし大人の同伴する３歳未満
の座席を使用しない小児は、大人
１人に対し１人に限り無料とす
る。 
 
 
 
 
 
 

１． 運賃及び料金は、上記の運賃及び料金を基準額として上下それぞれ２５％の範囲内で設定し得るものとする。 
２． 上記の計算方法により算出した運賃及び料金は、消費税（地方消費税を含む）を含む額とする。 

（消費税に、１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額） 

 


